
公立はこだて未来大学学位規程

（平成２０年公立大学法人公立はこだて未来大学規程第８６号）

（趣旨）

第１条 この規程は，公立はこだて未来大学学則（平成２０年公立大学

法人公立はこだて未来大学規程第１号）第４４条および公立はこだて

未来大学大学院学則（平成２０年公立大学法人公立はこだて未来大学

規程第２号。以下「大学院学則」という。）第３９条に規定するもの

のほか，学位に関し必要な事項を定めるものとする。

（学位）

第２条 公立はこだて未来大学（以下「本学」という。）において授与

する学位の種類は，学士，修士および博士とする。

（授与の要件）

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。

２ 修士の学位は，本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の博

士（前期）課程を修了した者に授与する。

３ 博士の学位は，研究科の博士（後期）課程を修了した者に授与する。

（学位授与の申請）

第４条 前条第２項および第３項の規定による学位授与の申請をしよう

とする者は，学位申請書に学位論文（大学院学則第３８条第２項に規

定する特定の課題についての研究の成果を含む。）を添えて，学長に

提出するものとする。

２ 学長は，学位論文審査のため必要があるときは，前項の者に参考資

料等を提出させることができる。

（学位論文の審査）

第５条 学位論文を審査するため，研究科に論文審査委員会を置く。

２ 論文審査委員会は，研究科長が指名する本学の教員３人以上の委員

をもって組織する。

３ 前項の規定にかかわらず，研究科長が必要と認めたときは，他の大

学の大学院または研究所等の教員等を委員として加えることができる。



（審査期間）

第６条 学位論文の審査期間および修了試験の時期は，次のとおりとす

る。ただし，特別の事情があるときは，研究科長は，期間を定めて審

査期間を延長し，または修了試験の時期を延期することができる。

(1) 修士論文 申請書の受理後１月以内

(2) 博士論文 申請書の受理後３月以内

（審査結果の報告）

第７条 論文審査委員会は，学位論文の審査および修了試験を終えたと

きは，直ちにその結果を研究科長に報告しなければならない。

（審査結果の審議）

第８条 研究科長は，前条の報告に基づき，学位授与の申請者に対する

学位授与の可否を判断し，その結果を直ちに学長に報告しなければな

らない。

２ 研究科長は，前項の規定により学長への報告を行うに当たり，研究

科委員会に意見を求めるものとする。

（学位の授与）

第９条 学長は，学位を授与すべきものと認めた者には，卒業証書・学

位記または学位記を授与するものとする。

２ 学長は，修士または博士の学位を授与できない者には，その旨を通

知するものとする。

（学位授与の取消）

第10条 本学において学位を授与された者が，不正な方法により学位の

授与を受けた事実が判明したときまたはその名誉を汚辱する行為があ

ったときは，学長は，学位を取り消し，卒業証書・学位記または学位

記を返納させ，かつ，その旨を公表するものとする。

（卒業証書・学位記等）

第11条 卒業証書・学位記および学位記の様式は，別記様式第１号から

別記様式第３号までのとおりとする。

（補則）

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は，学長が別に定める。



附 則

（施行規則）

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２０年３月３１日において現に公立はこだて未来大学大学院の

学生であった者に係る学位授与の申請方法については，この規程の規

定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成２１年４月１日規程第１２号）

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 平成２２年３月３１日において現に公立はこだて未来大学の学生で

あった者に係る学位については，なお従前の例による。

附 則（平成２２年３月１２日規程第２３号）

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月９日規程第１号）

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。
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